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目

次

規

則

○
青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

…

�

訓

令

○
青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

…

�

○
青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

総
務
学
事
課)

…

�

公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

美

術

館

整
備
・
芸
術

パ
ー
ク
構
想

推

進

課

…

�

○
青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
に
よ
る
適
合
証
の
交
付
の
公
表

(
障
害
福
祉
課)

…

�

教
育
委
員
会

○
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
青
森

県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
直
ち

に
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
の
一
部
改
正

(

義
務
教
育
課)

…

�

公
安
委
員
会

○
型
式
の
検
定
適
合
遊
技
機

(

生
活
安
全

企

画

課)

…

�

規

則

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
七
十
一
号

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
行
政
組
織
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

目
次
中

｢

第
四
目

障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

(

第
百
条
の
十
一
―
第
百
条
の
十
四)

｣

を

｢

第
四
目

障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

(

第
百
条
の
十
一
―
第
百
条
の
十
四)

第
三
款
の
三

文
化
観
光
部
の
出
先
機
関
の
名
称
及
び
所
掌
事
務
等

に
改
め
る
。

第
一
目

国
外
事
務
所

(

第
百
条
の
十
五
・
第
百
条
の
十
六)

｣

第
十
三
条
の
三
の
文
化
観
光
推
進
課
の
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
五

号
と
し
、
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

国
外
事
務
所
の
総
括
的
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
八
条
第
四
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

国
外
事
務
所

第
三
章
第
二
節
第
三
款
の
二
の
次
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。

第
三
款
の
三

文
化
観
光
部
の
出
先
機
関
の
名
称
及
び
所
掌
事
務
等

第
一
目

国
外
事
務
所

(

所
掌
事
務)

第
百
条
の
十
五

国
外
事
務
所
は
、
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
。

一

県
内
企
業
の
活
動
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

二

り
ん
ご
そ
の
他
の
物
産
の
宣
伝
及
び
流
通
に
関
す
る
こ
と
。

三

観
光
地
の
宣
伝
及
び
観
光
客
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

四

国
際
交
流
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

(

名
称
、
位
置
及
び
担
当
区
域)

第
百
条
の
十
六

国
外
事
務
所
の
名
称
、
位
置
及
び
担
当
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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別
表
第
三
青
森
県
立
障
害
者
職
業
訓
練
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
四
第
一
号
の
表
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
三
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
九
号
中

｢

及
び
教
頭｣

を

｢

、
教
頭
及
び
副
所
長｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
各
課
共
通

(

各
課
専
決
事
項
に
お
い
て
別
に
定
め
る
場
合
を
除
く
。)

の
項
の
部
長
専

決
事
項
の
欄
第
一
号
中

｢

外
国
旅
行｣

の
下
に

｢
(

青
森
県
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
事
務
所
の
所
長
の
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
の
地
域
内
に
お
け
る
旅
行
を
除
く
。)

｣

を
加
え
る
。

別
表
第
二
各
出
先
機
関
共
通

(

別
表
第
二
の
二
に
お
い
て
別
に
定
め
る
場
合
を
除
く
。)

の
項
の

第
二
号
中

｢

以
下｣

の
下
に

｢

こ
の
表
に
お
い
て｣

を
、｢

外
国
旅
行｣

の
下
に

｢
(

青
森
県
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
事
務
所
の
所
長
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
地
域
内
に
お
け
る
旅
行
を
除
く
。)

｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
四
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
文
書
取
扱
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
青
森
県
立
障
害
者
職
業
訓
練
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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名

称

位

置

担

当

区

域

青
森
県
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
事
務
所

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
、
タ
イ
、
台
湾
、
中
華

人
民
共
和
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ブ
ル

ネ
イ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
マ
レ
ー
シ
ア
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ラ
オ
ス

青
森
県
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
事
務
所

所
長
、
副
所
長

教
頭

青
森
県
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
事
務
所
青

シ

� �

副
所
長

教
頭
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公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

美
術
資
料

(
｢

三
人｣

を
含
む
六
点)

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
環
境
生
活
部
美
術
館
整
備
・
芸
術
パ
ー
ク
構
想
推
進
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
五
年
七
月
十
八
日

五

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

各
務
謙
蔵

東
京
都
港
区
白
金
台
一
丁
目
一
の
二
一
の
六
〇
一

六

契
約
金
額

三
千
八
百
八
十
五
万
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
に
よ
る
適
合
証
の
交
付
の
公
表

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例

(

平
成
十
年
十
月
青
森
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
十
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
適
合
証
を
交
付
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す

る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
九
号

平
成
十
三
年
四
月
一
日
青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

(

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
青
森
県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
直
ち

に
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

花

田

隆

則

表
公
立
学
校
教
員
採
用
候
補
者
選
考
試
験
の
項
中

｢

第
一
次
試
験
の｣

の
下
に

｢

筆
記
試
験
の
得

点
及
び｣
を
加
え
、｢

及
び
第
二
次
試
験｣

を

｢

並
び
に
第
二
次
試
験｣

に
改
め
、
表
県
立
学
校
実

習
助
手
・
寮
母
採
用
候
補
者
選
考
試
験
の
項
中

｢

寮
母｣

を

｢

寄
宿
舎
指
導
員｣

に
改
め
、｢

第
一

次
試
験
の｣
の
下
に

｢

筆
記
試
験
の
得
点
及
び｣

を
加
え
、｢

及
び
第
二
次
試
験｣

を

｢

並
び
に
第

二
次
試
験｣

に
改
め
る
。
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適
合
証
交
付
に
係
る

公
共
的
施
設
の
名
称

所

在

地

種

類

交
付
年
月
日

山
郷
館
デ
ィ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
弘
前

弘
前
市
大
字
大
久
保
字
西
田
九
二
の

四

保
健
・
福

祉
施
設

平
成
��･

�･

��

� �
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公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞
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遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

フ
ィ
ー
バ
ー
ぴ
く
ぴ
く
Ｄ
Ｘ

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
フ
レ
ン
ズ
Ｋ
Ｘ

株
式
会
社
三
共

〃

Ｃ
Ｒ
新
道
路
工
事
Ｓ
Ｐ

〃

〃

新
道
路
工
事
Ｄ
Ｘ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ノ
リ
コ
コ
Ｎ
Ｈ

株
式
会
社
銀
座

〃

Ｃ
Ｒ
ノ
リ
コ
コ
Ｎ
Ｋ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ミ
ラ
ク
ル
マ
ジ
ッ
ク
Ｍ
３

株
式
会
社
三
洋
物
産

〃

Ｃ
Ｒ
ミ
ラ
ク
ル
マ
ジ
ッ
ク
Ｍ
２

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ミ
ラ
ク
ル
マ
ジ
ッ
ク
Ｍ
６

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ミ
ラ
ク
ル
マ
ジ
ッ
ク
Ｌ
７

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ミ
ラ
ク
ル
マ
ジ
ッ
ク
Ｍ
５

〃

回
胴
式
遊
技
機

ビ
ー
ス
ト
サ
ッ
プ

株
式
会
社
エ
レ
コ

〃

バ
ク
ニ
ン

ア
ビ
リ
ッ
ト
株
式
会
社

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


